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長のお考えというものははっきりと、平和都市

宣言、長井市民憲章などにも書いてあるように、

しっかりと平和、戦争放棄ということを市民に

対して申し上げるべきではないかと思います。 

 私はいつも市長のその逃げ腰というか、国の

専権事項だからといってご答弁なさらないこと

には本当にがっかりいたします。市民もがっか

りいたすことだと思います。納得はできません。 

 また、私はこの法案、反対に向けてさらに市

民とともに運動をまた頑張ってまいりたいと思

います。また別な機会で議論させていただきた

いと思います。 

 時間もありませんから、次に、道の駅につい

て申し上げます。 

 先ほどもご答弁いただきましたけども、何度

も私も同じようなことをお聞きしておりますが、

やはり何といっても市民の理解を得るには、利

益を上げてはならない観光交流センターという

ものをなぜ莫大なお金をかけて建設するのか、

それで本当に長井市が活性化するのか、そこに

大きな疑問を市民は持っております。その市民

の疑問をやはり払拭するというか、それをしっ

かりと市は説明すべきではないでしょうか。 

 先ほども申しましたように、ＭＤ計画案の中

に指定管理料というのが3,400万円という金額、

3,400、何百万円というような金額が出ており

ました。もう最初からこの3,400万円何がしの

金額は観光交流センターを運営するのに赤字と、

それはマイナスだということを最初から指摘し

ているようなことではないでしょうか。経済的

自立などと言っておきながら、市が3,400万円

何がしを補助するというようなことを指定管理

料として出すというようなことは、そもそもの

考えからおかしいんじゃないかと思います。い

かがですか、市長。市民にそれを説明できます

か。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 先ほど申し上げましたように、

まずは国庫補助でつくるものでありますので、

収益を目的としたものについては私どもの自治

体では取り組めないと。そもそも収益を目的と

した建物については、これは民間でなさればい

いという考えでございます。 

 私どもの取り組む理由というのは農業振興で

あり、あるいは食品加工業等々の振興と、そち

らで収益を上げていただくという考え方であり、

例えば本当に収益を上げることが目的であれば、

例えば出品・出荷登録者の手数料等々もやっぱ

り民間並みに厳しくいただかなきゃいけないと。

しかし、それは当初の目的ではございませんの

で、できるだけ手数料も少なく、消費者であれ

市民であれ、いろんなお客様に安くていいもの

をお求めいただくということなども、私どもは

この事業の目的の一つだと思っております。 

 ただし、その指定管理料が、想定であります

から、果たしてそれが適正かどうかというのは

これからでございます。3,500万円なんていう

金額は私は必要ないと思ってますが、観光交流

の拠点でありますから、観光プラットホームと

か、あるいは観光ボランティアガイドですね、

黒獅子の里案内人の皆様にも常駐していただい

たり、あと24時間でお手洗いとか観光案内とか、

あるいは長井市のＰＲをするコーナーなどもご

ざいますから、これらについてはやはり収益を

上げられる施設ではございません。そういった

部分のイニシャルコストを計算するとそのぐら

いになるということの考え方だと思っておりま

す。 

○渋谷佐輔議長 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 時間もございません。ま

た次の機会に議論したいと思います。納得でき

ませんので、私は強く見直しを求めます。以上

で終わります。 
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○渋谷佐輔議長 次に、順位２番、議席番号５番、

平 進介議員。 

  （５番平 進介議員登壇） 

○５番 平 進介議員 おはようございます。 

 平成27年６月定例会に当たり、初めての一般

質問をさせていただきます。何分ふなれであり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 私は、昭和29年に勧進代に生まれ育ち、以来

60年間、長井市で生かされてまいりました。大

好きな勧進代、西根地区であります。 

 私は、私を生かし育ててくれた勧進代、西根、

長井市に何かしらの恩返しをすべく、このたび

の市議会議員選挙に立候補させていただきまし

た。市職員として行政に携わらせていただいた

経験をもとに、微力ながら長井市のために役立

てられたらと考えております。 

 私の基本的なテーマは、笑顔でお互いさまの

地域づくりであります。昔から言われている、

お互いさまという言葉であります。先人が地域

の人たちとかかわって生きていく中で生活にし

み込んだ生活の知恵、生活文化がお互いさまだ

と思います。この見返りを求めない、相手の立

場に立って相手の目線で行動することが、お互

いに地域社会の中で生活していく上で大切なこ

とだと考えております。 

 今、少子高齢化社会を迎え、長井市は人口３

万人を切り２万8,000人となりました。65歳以

上の高齢化率は30％を超えました。そうした中

で、どうやって潤いのある豊かな生活を安心し

て営める社会を形成していくか。さまざまな施

策が必要だと思いますが、その基本にあるのが、

先人から受け継がれてきたお互いさまの心を持

って隣近所の人、地域の人たちとつながりを持

つ、支え合う社会を築くことではないでしょう

か。 

 お互いさまは、まちづくり、地域づくりの原

点であり、根っこの部分であると思います。そ

うした思いの延長線上に、お互いを見守り合う、

助け合う、支え合うという防災の意識や福祉の

意識が生まれてくるのだと思っております。 

 私は、職員としての最後の５年間は消防行政

に携わってまいりました。その中で感じたこと

は、特に災害時における助け合い、支え合いで

あります。 

 さきの阪神・淡路大震災の報告によれば、被

災された約３万5,000人のうち約８割の２万

7,000人の方は、近隣住民、近所の人、地域の

人、消防団によって救出されております。常備

消防や警察、自衛隊等によって救出された方は

約２割の8,000人となっております。身近な災

害である火災であっても、まず初期消火、救出

に当たってくれるのは近所の人、消防団であり

ます。私は、こうした状況を見るに、今まで以

上にお互いに支え合っていく社会が必要だと強

く感じたところであります。 

 今、国においては、まち・ひと・しごと創生

法、いわゆる地方創生のための総合戦略により

人口減少に歯どめをかけ、東京圏への人口集中

を是正し、地域で住みよい環境を確保して、将

来にわたって日本社会を維持しようとしており

ます。 

 この動きに対して吉村美栄子県知事は、地方

創生を追い風にしていきたいと述べております。 

 また、無投票で７選を果たされた平 弘造県

議は、ようやく地方が光るチャンスが来た。戦

後、食糧難の中で地方が光る時代もあったが、

高度成長期とともに次第に光が失われ始め、バ

ブルの崩壊とともにさらに地方は光が失われて

きた。しかし、国の地方創生戦略により、今、

地方が光るチャンスが到来したと言われており

ます。さらに、地方創生元年と言われる中で長

井市が一体となって突き進んでいかなければな

らない状況にあって、傍観者のまちづくりはな

い。誰かがしてくれるだろうということはない。
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地域の皆さんがみずから考え実践していくとい

う姿勢が問われてくる時代であるとも言われて

おります。 

 まさにそのとおりだと思います。長井市が自

治体の特性、資源をいかに生かし、地方創生戦

略を立ち上げていくか、行政と議会が一体とな

ってともに前へ前へと突き進んでいかなければ

ならない大切な年、大切な時期であると思いま

す。そうした意味において、議会もこれまで以

上に市民の皆様の負託に応えるよう努力してい

かなければならないと考えております。 

 以上、私の基本的な姿勢の一端を述べさせて

いただき、質問に入らせていただきます。 

 質問の第１は、地方創生についてであります。 

 昨年11月、まち・ひと・しごと創生法が公布

されました。これは、国民一人一人が夢や希望

をもち、潤いのある豊かな生活を安心して営め

る地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで

多様な人材の確保、そして地域における魅力あ

る多様な就業機会の創出の３つを一体的に推進

し、人口の減少に歯どめをかけるとともに、東

京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれ

の地域で住みよい環境を確保して、将来にわた

って活力ある日本社会を維持していくというも

のであります。 

 地方創生関連予算は平成26年度補正で4,200

億円、27年度当初で１兆3,991億円と、これま

でにないような予算措置がなされているようで

あります。 

 国においても、これまでも地方創生に向けた

対策が幾度かありました。昭和63年から平成元

年にかけて行った竹下内閣のふるさと創生事業、

これは地方がみずから考えみずから行う事業と

称し、全国の3,200市町村に、規模にかかわり

なく１億円ずつ配ったものであります。地方自

治体がみずから主導する地域づくりということ

で、国の関与はなく、創意工夫し地域の振興を

図る動きが各地で見られ、全国的には金の延べ

棒や金のこけしをつくった自治体などがありま

した。長井市では、つつじ公園の噴水設置や古

代の丘整備事業、不伐の森整備事業等を行った

ようであります。 

 また、平成11年には小渕内閣の地域振興券が

ありました。１枚1,000円の金券で、15歳以下

の子供１人につき２万円、住民税非課税の65歳

以上に２万円などの支給を行ったものでありま

す。 

 ふるさと創生事業では約3,200億円、地域振

興券では約6,000億円の予算規模でありました

から、このたびの地方創生関連予算１兆8,000

億円というのは、まさに安倍内閣として地方創

生にかける並々ならぬ決意を感じるところであ

ります。 

 さらに、平成28年度以降も新型交付金制度を

立ち上げて地方創生を推進するようであります。

大いに期待するところでありますが、これまで

の政策と大きく違う点は、それぞれの自治体が

人口ビジョンと地方版総合戦略を策定し、国で

はこれらを検証しながら平成28年度以降の交付

金の額に大きく影響するというものであります。

まさに地方が輝くチャンスではありますが、全

国の自治体間の生き残りをかけた知恵比べであ

り、自治体の力量が問われる地方創生でありま

す。 

 私は、同時に行政と議会の一体感も問われる

地方創生だと捉えております。短期間で実効性

のある計画をいかに策定していくか、非常に重

要な平成27年度であります。 

 長井市においても地方創生元年と位置づけて

おります。それも９月までの策定を目指すとい

う、本当にタイトな中での作業となります。い

かにスピード感を持って他の自治体に先駆けて、

そして長井市の特徴と特性を十分に反映させた

実効性のある戦略をどうつくり上げていくか、

全庁一丸となって全力で取り組む必要がありま

す。 
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 また、担当課の説明では、地方再生計画を今

年度策定するとのことであります。そうした取

り組みについて、何点かお聞きをいたします。 

 まず、総合政策課長には、地方版総合戦略と

言われる長井市まち・ひと・しごと創生総合戦

略と地域再生計画とのかかわりについて、それ

ぞれの趣旨、策定内容等の概要、及びどうリン

クしていくのかについてお聞きをいたします。 

 市長には以下の件についてお聞きをいたしま

す。 

 まず、国の地方創生に対する長井市長として

の決意と意気込みのほどをお聞かせください。 

 長井市創生総合戦略は、今年度から５年間の

総合戦略として、長井市第５次総合計画と整合

性を確保するということでありますが、実質的

に国の支援を受けるための窓口的な計画であれ

ば、第５次総合計画よりウエートの高い計画と

なるような気がするのですが、その位置づけに

ついてお聞きをいたします。 

 また、地方再生計画策定事業の概要の中の現

状と課題でこう書かれております。経済面では

スーパーマーケットやホームセンター、家電量

販店等が中心市街地の南側の郊外に集積してい

る一方で、中心市街地の商店街では空き店舗が

目立つようになってきている。雇用環境は、大

手企業の工場撤退等による影響もあり、雇用の

受け皿の減少傾向にある云々とあります。 

 私ももう少し大きく言えば、長井市全体にお

いて経済や人の流れが中心部から南側に移動し

ており、置賜野川から北側である西根や致芳の

北部方面が寂しくなっていると感じております。

実際に地区別の人口を40年前と比較してみます

と、昭和50年の人口が３万3,023人、ことし３

月では２万8,057人となっております。4,966人

の減少でマイナス15.0％となります。この中で

西根地区はマイナス27.3％と、伊佐沢地区のマ

イナス29.3％に次いで高い減少率となっており

ます。致芳地区はマイナス12.0％と、平均値ま

で行かないようでありますが、成田地区のあけ

ぼの地区のアパート等が人口増となって、白兎、

五十川方面がもっと高い減少率になっているの

ではと思われます。そのほかでは、中央地区が

マイナス15.5％で、豊田地区がマイナス6.1％

と減少率が低く、平野地区は0.4％と、減って

いない状況であるようです。 

 市長は、こうしたいわゆる南高北低という状

況をどう捉え、均衡あるまちづくり、行政運営

をどう図ろうとしているのか、お聞きをいたし

ます。 

 また、総合戦略の重点検討項目の一つとして

いる新しい人の流れ、移住定住の促進について、

中心市街地に呼び込もうとしているのか、長井

市全域なのか、どういったビジョンをお持ちな

のか、お聞きをいたします。 

 この南高北低という課題については、今後も

折に触れお聞きをしてまいりたいというふうに

思っております。 

 さきの東日本大震災では多くの方が犠牲にな

られました。ご冥福をお祈りいたします。４年

経過しましたが、一日も早い復興と、平穏な

日々の暮らしが取り戻せるよう祈るばかりであ

ります。 

 震災によって長井市に避難され移り住まれた

方もいらっしゃいます。親戚を頼って来られた

方、みずからついの住みかとして長井を選択し

ていただいた方もいらっしゃいます。勧進代に

は、名取市閖上地区に住んでおられて被災され、

津波で家ごと３キロメートルほど内陸に押し流

され、首まで海水につかりながらも、まさに九

死に一生を得て助かったご家族が移り住んでお

られます。 

 長井市には津波はなくとも、ことしのように

私たちも余り経験のしたことのないような大雪

の中で生活されること自体、大変なことだと考

えております。地域の中でも一緒になって支え

合うという姿勢が大切だと強く感じております
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が、行政としても新しい人の流れ、移住定住を

促進するという点では、魅力ある支援策ととも

に継続性のある温かなサポート体制が必要だと

感じておりますが、市長のご見解をお聞きいた

します。 

 この項目の最後になりますが、市民の声をい

かに総合戦略に反映させていくかについてであ

ります。 

 私は、この総合戦略こそ実効性のあるものに

していかなければならないと考えております。

その意味では、市民を巻き込んだ計画となれば

と思っております。 

 策定期間が非常にタイトで厳しい中、パブリ

ックコメントをとるということでありますが、

より具体的な、例えば各地区で策定しようとし

ている地域づくり計画など、平野地区は既に策

定しているわけでありますが、そうした中間意

見も含めて反映させるようなことはできないの

でしょうか。 

 策定内容がよく見えない中での質問で恐縮で

すが、よろしくお願いいたします。 

 質問の第２番目は、安全・安心のまちづくり

についてであります。 

 市民の皆様の生活を守るという安全・安心の

確保については、第５次総合計画の中でまちづ

くりの６つの課題の中の最初に示されておりま

す。 

 折しも平成２年６月12日、25年前のきょう、

長井市の丸三商会の爆発火災の日であります。

長井市全域からの消防団出動はもとより近隣市

町からも応援を得て、ようやく鎮火したもので

あります。二度とこのような大災害のないまち

づくりにしていきたいものであります。 

 防災、危機管理の分野では、目指す姿、取り

組み方針等が示されておりますが、私は目に見

えない部分からの安全対策を考えるということ

で提案をさせていただきたいと思います。 

 さきの東日本大震災以降、日本列島全体が地

震、火山の噴火等、大きな災害発生の前兆的な

様相を呈しているように感じられます。長井盆

地西縁断層帯がある本市にとっても油断できな

い状況にあります。 

 身近な部分では、生命と財産を一瞬にして奪

ってしまう火災災害があります。市民の皆様方

も日ごろから火の用心、火の確認と始末には十

分に気を使われておられると思います。それで

も火災は毎年発生してしまいます。 

 長井市でもことしに入り住宅が２軒全焼とな

りました。西置賜管内では乾燥している中で例

年になく火災件数が多いとお聞きしております。

消火活動に当たる常備消防、消防団により最小

限に食いとめられるわけでありますが、そうし

た活動も十分な水利がなければできなくなりま

す。まちなかを含め、周辺地域においても水道

事業の拡充により消火栓の整備が充実してきて

おり、市民の皆様に安心感を与えているという

点では大変いいことだと思っておりますが、課

題はないのか。布設されている水道管の口径と

消防の水利基準での現状等についてお聞きをし

たいと思います。 

 上下水道課長には、１つに、水道事業会計で

行う事業と、消火栓の設置工事などその他の事

業について費用負担区分があるのではと思いま

すが、その辺のルールについて説明をお願いい

たします。 

 ２つに、布設している配管の口径の大きさの

種類について。 

 ３つに、老朽管更新事業の今年度分と今後の

計画について。 

 ４つに、道路整備や水路整備に伴っての配水

布設工事の状況についてお聞きいたします。 

 消防主幹には、１つに、消防水利の基準にお

ける消防水利の給水能力、いわゆる貯水槽と消

火栓について。消火栓の場合は、設置する際の

配管の布設方法などについてお聞きします。 

 ２つに、市内における消防施設を見たときに、
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もう少し手だてが必要だと感じるところがあれ

ば、お聞かせください。 

 （２）の防火水槽の整備と一体となった地域

整備でありますが、なかなか単独では整備でき

ない事業でありまして、消防とともに農林課関

係の事業で整備を進められるということであり

ますので、ぜひ積極的な推進をお願いしたいと

思います。 

 また、（３）の無蓋貯水槽から有蓋貯水槽へ

の切りかえについてでありますが、相当以前に

無蓋貯水槽として用地を提供しておられる方が、

自宅宅地のすぐそばで非常に危険であったり、

その貯水槽の上を活用できなくて不自由な思い

をされていたり、毎年底にたまった泥上げ作業

で、高齢化した地区では大変だという声が聞か

れます。 

 土地の提供をしていただいた方の負担が大き

いところについては、有蓋貯水槽への切りかえ

について配慮すべきではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

 今後、総合戦略の中で、新しい人の流れの促

進により移住定住を推進するのであれば、今、

全国的に災害の少ない地域、または災害に強い

地域づくりが求められており、移住定住をする

際の大きな判断材料の一つになると思います。

そうした意味では、長井市においても目に見え

ない部分でも安全・安心の体制をつくり上げて

いるというアピールも大切な一面であると思い

ます。 

 そのため、（４）防災、消防、水道等関係機

関が一体となって協議し、さらなる安全・安心

の整備に向けて将来的な整備計画を立てていく

べきではと思いますが、いかがでしょうか。 

 そのためにまず、関係機関が協議する場を設

けていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 これら（２）以降の部分について、市長から、

ぜひ前向きなご答弁をお願いいたします。 

 以上をもって壇上からの質問を終わります。

ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 平 進介議員のご質問にお答え

いたします。 

 平議員には、当選されて初めてのご質問とい

うことで、議員の基本的なテーマである、笑顔

でお互いさまの地域づくりというのは、私も長

井市が第５次総合計画の将来像としております、

みんなでつくる幸せに暮らせるまち長井につな

がる、その根幹となる協働のまちづくり、ある

いは地域資源を生かした、これは人材も含めた、

新しい地域主義に通じるものでございまして、

そういった意味では敬意を表するものでござい

ます。 

 それでは、大きく２点ご質問いただきました

ので、時間もありませんので、できるだけ簡潔

にお答えを申し上げていきたいというふうに思

います。 

 まず最初に、地方創生についてでございます。 

 私からは、地域再生計画とのかかわりについ

てということでございますが、まず最初に、国

の地方創生に対する市長としての決意と意気込

みを聞かせてくださいということでございます

が、平議員がおっしゃるように、このたびの地

方創生というのは、恐らくこれから日本が直面

するであろう深刻な人口減少社会にどう立ち向

かうかという、まず最初の大きな関門、正念場

だというふうに思ってます。 

 したがって、国の努力目標とされております

20年後の未来を見据えた人口ビジョン、それと

その人口ビジョンに対する今後５年間の総合戦

略、これを努力目標で定めなさいと、定めるの

が望ましいということなんですが、これは当然、

少しでも早く策定しなきゃいけないということ

で、私どもも10月を目指しておりますが、少し

でも早くこれを策定しなきゃいけないと思って

おります。 



 

―４３― 

 議員ご指摘のとおり、今までみたいにどこの

市町村もひとしく支援するということではなく

て、大きく３つあると思ってます。 

 まず１つは、国のこの人口減少に対する施策

というのはあるわけですね。それぞれの省庁で

ございます。それらの政策方向と、私ども長井

市が抱えている課題、それを解決するための方

向が一致しているということをまず一つの柱に

据えなきゃいけないなと。ちょっと抽象的な言

い方でございますが。 

 あともう一つは、私ども長井市と周りの市町

村との競争でもあるんですが、余りそういうふ

うに狭い意味で考えるのではなくて、確かに周

りのまちとも同じ地域としてライバル関係でお

互い切磋琢磨しなきゃいけないんですが、少な

くとも近隣市町村はやっぱり連携しながら、同

じ方向で問題解決を図るような、そういう施策、

これについては国の支援をいただけるんじゃな

いかと。 

 あともう一つは、官民連携です。官民の官と

いうのは、私どもだけじゃなくて当然、県や国、

市町村連携ということもございますが、それと

民間の場合は例えばＰＰＰ、いわゆる指定管理

者制度もそうですが、それとＰＦＩ、民間のさ

まざまな経営ノウハウや、あるいは資金、ファ

ンドなんかも含めて、そういった事業を行うと

いうことなどについては国の支援を受けられる

チャンスがあるだろうということで、これらを

中心に私ども長井市としては中心市街地活性化

基本計画、それと地域再生計画、これらを同時

並行的に進めながら、総合戦略とこれら２つを

マッチングさせて、新しいこの５年間の長井市

の人口減少に対するさまざまな産業振興、そう

いったものを考えていかなきゃいけないという

ことで、これは全庁挙げて、なおかつ議会から

も市内の団体、企業、そして市民の皆様の英知

を結集してこれは取りかからなきゃいけないと

いうふうに考えております。 

 第５次総合計画との兼ね合いでございますが、

これ議員から２点目の質問というふうに受けと

めますが、第５次総合計画については、現在、

私たちの市民の皆様がさまざまなそれぞれ課題

をお持ちでございます。それらの市民の皆さん

が少しでも多く満足いただけるような、そうい

う施策を充実させなきゃいけないという、市民

の皆様の幸せをつくるための計画であります。 

 それと今回の総合戦略は似ているようなんで

すが、実は大きく違うと思ってます。 

 一番は、総合戦略ではなくてあくまでも総合

計画です。第５次総合計画、この10年間の市民

の皆様と一緒につくったこの計画、総合計画に

基づいて、市民の皆様の一人一人の幸せを実現

するということでありますが、総合戦略と人口

ビジョンというのは、今でも残念ながらこの長

井を含めて地域にとどまれなくて、首都圏を中

心として大都市に就職せざるを得ないという若

い人たちが多いわけですが、そういう若い人た

ちにいかにしてこちらに戻ってきていただくか、

あるいはここにとどまっていただくかという、

雇用や就労の場、そしてそのための産業振興を

行うということで、そういった意味では総合戦

略というのは似て非なるものだと。もちろん関

連はありますけども、今問われているのは、私

どもの長井市の経営能力、長井市の地域力が問

われているんだというふうに思っております。 

 そうした中で、議員からは、いわゆる長井市

は南高北低という状況があるんじゃないかとい

うことでございますが、これもいろんな考え方

がありますが、これは私の持論で申し上げます

と、やはりその時々で大きく人の流れというの

は変わってまいりますし、その根幹にあるのは

地域の交通の状況であったり、あるいは産業に

よってそれらは大きく影響されるだろうと。 

 したがって、今から40年前の長井市がまだ元

気だった昭和40年代から50年代にかけては、合

併してことしで61年目なわけですけども、当時
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は、農業が主体のときは、昭和30年代、これら

のときは今みたいな傾向はなかったわけですね。

しかし、産業がどんどん振興して、なおかつ道

路もいろんな事情で変わってきて今の現況があ

るだろうと。 

 端的に言って、現在、やっぱり西根とか致芳

とか、あるいは長井で言えば中央地区の宮のほ

うが少し活力がないんでないかと言われるのは、

まず、長井市の基幹企業であったマルコン電子

やハイマン電子のその後の推移によって、残念

ながら長井のまちで働いている方がどんどん減

ってしまったと。平成10年から15年ぐらいの間

で約2,000人ぐらいの雇用が失われており、な

おかつ平成の四、五年ごろには、５年ごろです

か、国道348号線が開通して、白鷹の方たちが

長井よりもやっぱり山形のほうに働きに行かれ

る方が多くなったんではないかと。あるいは買

い物等についても長井ではなくて白鷹、地元で

あったり山形に行かれるという状況がこの間、

顕著になったのではないかと。 

一方、南のほうについては余り状況は変わっ

てないと。むしろ長井の人たちが南のほうに働

きに行く人が多くなったということから、南の

ほうは商業的なさまざまな店舗等々が成立する

ということで、南のほうがちょっと一見元気に

見えるということではないかなというふうに思

っているところでございまして、これから均衡

ある発展をどうするかということについては、

次の項目でございます移住定住のサポート体制

も含めてのお答えにもなりますけれども、まず、

東日本大震災で被災された方については、長井

市内にまだ100名を超える方がいらっしゃいま

すので、その方については引き続きできる限り

のサポート、お手伝いをさせていただくという

ふうに、今も実施しているところでございます。 

 あと、それとはまた別の形で長井に移住定住

された方というのは少なからずいらっしゃいま

して、やっぱり一番困るのは地域の、もともと

親戚とか、あるいは知人がいらっしゃる方だと

よほどいいんでしょうけども、さまざまな生活

に不便な面がございますので、例えば去年、お

ととしから発行いたしました「ごんざい」とか、

移住定住のためのガイドブックとか、そういう

窓口としての地域づくり推進課等々、また、市

内のＮＰＯの皆さんからもご協力いただきなが

ら、そういうサポート体制をより充実させてい

きたいというふうに思ってます。 

 これから地方創生で移住定住の受け皿として、

中央地区だけに考えてるのかというご質問でご

ざいますけれども、まず、私ども長井市は、中

央地区を中心としたコンパクトなまち、それと

周りの５つの地区については小学校と地区公民

館とそれから児童センター、これを核として、

それをさらに充実させるため５つの小さな拠点

というべきものもつくっていきたいと。 

しかし、それは我々市役所が一方的につくる

んではなくて、地元の地域計画というものをで

きるだけつくっていただいて、それと一体とな

ったハード、ソフト両面での小さい拠点をつく

っていくと。そして、中央地区を一つの柱とし

て十分な交通ネットワーク、コンパクトシティ

ーとネットワーク、小さな拠点を整備していく

という考え方でございまして、その中で長井に

移住定住いただく方の受け皿は、これはどこで

も十分担えるものだろうと思ってます。そのた

めの空き家バンク等々の設立、設置、それと自

分でこちらに移ってきて商売される方のための

企業支援とか、あと空き店舗を活用していろん

なことをされるような就業支援とか、そういっ

たことなどの充実を図っていきたいというふう

に思っております。 

 最後になりますが、ちょっと時間もありませ

んので、不十分な部分は、もしあれでしたら後

ほど再質問いただければと思います。 

 安全・安心のまちづくりについてでございま

すが、防火貯水槽と一体となった地域整備とい
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うことでございますが、議員からもございます

ように、基本的に単独事業ではなかなか推進が

難しい事業でも、国庫補助など財政的に有利な

制度があれば活用したいというふうに考えてお

りまして、これはちょっと私ども内部での調整

ミスというのもあるんですが、農林水産省の補

助事業である農村地域防災減災事業では、一定

の要件が整えば事業メニューの中で防火水槽の

整備等も採択可能性があると聞いておりますの

で、個別の事案で対応が可能なのか、検討しな

ければならないというふうに考えております。 

 あと、いわゆる無蓋貯水槽から有蓋貯水槽へ

の切りかえについてでございますが、議員のご

質問のとおり、せっかくの厚意があだとなって

不都合が生じていたり、あるいは高齢化により

地域の方が大変な思いをされているというよう

な実態があれば、これは早急に必要な対応を考

えなければならないと思っております。 

 まずは実情を把握する必要がございますんで、

平議員がご存じの個別の情報をお持ちであれば、

ぜひご提供いただければというふうに思います。 

 最後の、防災、消防、上下水道一体となった

整備計画の策定についてでございますが、災害

にも強い安全・安心なまちづくりは、市民にと

っても、移住定住を推進する上で必要な要素で

ございます。消火栓や防火水槽等の消防活動を

行う際の水利施設、いわゆる消防水利は、消防、

防災の面で必要不可欠な施設でもございます。

将来的な整備計画の策定と、そのための協議の

場の設定をというご提言でございますが、消防

水利の整備に関する総合的な考え方、方針等の

整理は、これはやはり必要であろうと。これら

の視点がちょっと欠けていたことについては反

省しなきゃいけないというふうに思っておりま

して、まずは現状での問題の洗い出しを行いま

して、その上で関係機関、部署等が一体となっ

た整備の場を含め検討してまいりたいというふ

うに思います。 

 ちょっと駆け足になりましたが、私のほうか

らは以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 竹田利弘総合政策課長。 

○竹田利弘総合政策課長 おはようございます。 

 それでは、私のほうからは、平 進介議員か

らご質問ありました、長井市の総合戦略と地域

再生計画とのかかわりについて、それぞれの趣

旨、策定内容等の概要、及びどうリンクしてい

くかのご質問についてお答えさせていただきま

す。 

 日本の人口減少に歯どめをかけ、東京圏への

人口集中を是正し、それぞれの地域で住みよい

環境を確保して、将来にわたって活力ある日本

社会をつくっていくため、平成26年度にまち・

ひと・しごと創生法が施行され、国を挙げて取

り組んでいるところでございます。 

 具体的な手段といたしまして、国では2060年

までの将来人口を見据えた長期ビジョンと、平

成27年度から５年間の総合戦略を策定するとと

もに、地方自治体に対してもいわゆる地方人口

ビジョンと地方版総合戦略の策定を努力義務と

して定めております。 

 本市でも少子高齢化や若年層の人口流出によ

る人口減少対策は喫緊の課題でありますし、現

状及び将来の人口について分析し、市民が夢や

希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して

営むことができる地域の形成や、地域社会を担

う多様な人材の確保、魅力ある多様な就業の機

会の創出などを総合的かつ計画的に実施するた

め、地方版の総合戦略を策定するものでござい

ます。 

 国では、まち・ひと・しごと創生法の施行に

あわせ、地方公共団体に対して情報支援と財政

支援、人的支援を行うということに定めており

ます。 

 その一環として、改正地域再生法による財政

支援措置として、地域再生計画を策定し、地域

特性や地域資源を生かして地方創生に積極的に
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取り組む自治体に対してのみ、平成27年度は地

域再生戦略交付金という新たな交付金制度を創

設いたしております。対象といたしましては、

現行制度では各省庁の補助金で対象とならない

事業で、かつ各省庁の補助事業として実施する

事業と一体となって効果を発揮する事業とされ

ております。従来の補助制度とは違い、比較的

自由度が高い交付金として設計されていること

から、地方自治体の創意工夫が強く求められて

おります。 

 したがいまして、地域再生計画は地方版の総

合戦略を具現化する施策や事業を具体的に盛り

込むものであり、いわば実施計画としての位置

づけとなるものでございます。地方創生のため

長井市独自の地域特性や地域資源を生かしまし

た新たな施策をいかに構築できるかが非常に大

事になってくるものでございます。 

 地域再生計画の策定は全地方自治体に求めら

れているものではありませんが、長井市では地

方版の総合戦略とともに地域再生計画を作成し

て、財政面でも実効ある取り組みにしていきた

いとしていくものでございます。よろしくお願

いいたします。 

○渋谷佐輔議長 種村正一上下水道課長。 

○種村正一上下水道課長 平 進介議員のご質問

にお答えいたします。 

 私のほうからは、質問２番目の、安全・安心

のまちづくりについての（１）目に見えない部

分からの安全・安心対策についてお答えいたし

ます。 

 １点目の、水道事業会計で行う事業と、消火

栓の設置工事などその他の事業についての費用

負担区分のルールについてお答えいたします。 

 消防に必要な水利施設につきましては、消防

法において市町村が設置し維持管理することと

規定されておりますが、水道の消火栓につきま

しては水道事業管理者が設置し維持管理するこ

とになっております。 

 また、水道法において、水道事業者が消火栓

を設置した場合は、市町村は消火栓を設置した

水道事業者に対し、消火栓の設置及び管理等に

要する費用の相当額を負担することとされてお

り、本市におきましても平成26年度は３基の消

火栓の新設費用や既設消火栓の移設費用など、

合計で498万円を一般会計のほうからご負担し

ていただいております。 

 ２点目の、布設している配管の口径の大きさ

と種類についてお答えいたします。 

 長井市で使用している配水管の口径につきま

しては300ミリから最小50ミリまでで、300ミリ

から150ミリまでにつきましては50ミリ間隔の

４種類、125ミリから50ミリまでにつきまして

は25ミリ間隔の４種類、計８種類の管を使用し

ております。 

 なお、配水管の総延長は249キロメートルご

ざいまして、消火栓の設置可能な75ミリ以上の

配水管につきましては延べ215キロメートルと

なっております。 

 ３点目の、老朽管更新事業の今年度分と今後

の計画についてお答えいたします。 

 27年度の老朽管の更新につきましては、平山

境町線配水管布設替工事として375メートルを

予定しております。今後の老朽管の更新につき

ましては、まだ未更新の箇所が残っております、

もと簡易水道の白兎、草岡、平野、伊佐沢地区

を中心に平成28年度までに配水管更新計画を策

定し、順次布設替を行い、耐震化、長寿命化に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 ４点目の、道路整備や水路整備に伴っての配

水管布設工事の状況についてお答えいたします。 

 平成27年度につきましては、市道泉時庭線道

路改良工事に伴う配水管布設替工事や、新たに

水道を供給するための草岡新町新田地区配水管

布設工事、時庭の水口、波化地区の水圧の安定

化を図るための増圧ポンプの設置が伴う配水管

布設工事など、11カ所を予定しております。 
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 私のほうからは以上です。 

○渋谷佐輔議長 渋谷正通消防主幹。 

○渋谷正通消防主幹 平 進介議員の質問にお答

えいたします。 

 私は、安全・安心のまちづくりについての中

で２点ほど質問がございましたので、それにお

答えいたします。 

 まず１点目、消防水利の基準における消防水

利の給水能力、いわゆる貯水槽と消火栓につい

てでございますが、防火水槽等貯水施設におけ

る貯水絶対量として、常にその貯水量が40立方

メートル以上であることを能力の絶対条件とさ

れております。また、消火栓につきましては、

１分間当たり１立方メートルの給水ができ、か

つ連続40分以上の給水能力を条件としておりま

す。 

 この40立方メートルという水量は、１分間当

たり１立方メートルの放水を40分間継続すると

いうような消火活動ができることを想定したも

ので、この１分間当たり１立方メートルの給水

能力は、消防ポンプ自動車による２口の放水を

行うために必要な水量でございます。放水継続

時間が40分とされているのは、木造建築物の標

準燃焼温度のピークが約10分で最大となり、そ

の温度を下げるために給水を継続する必要があ

る時間は30分余りであり、若干の余裕を見込ん

で定められているものでございます。 

 ただ、消火栓につきましては、同時に開栓す

る数を数個と見込んだ場合、そのおのおのへ所

定の給水量を確保できる配水支管を検討した結

果、一般への給水量についての余裕を相当量見

込んでも口径が150ミリメートル以上あれば十

分であることから、口径150ミリメートル以上

の管に取りつけられた消火栓であることを条件

とされております。 

 ２番目の、消火栓の設置する際の配管の布設

方法についてでございますけども、水道の配管

口径については先ほど上下水道課長からの答弁

にございましたが、消火栓を設置するに必要な

配管口径は先ほど申し上げました口径150ミリ

メートル以上の管に設置されている場合となっ

ております。 

 ただし、管網といいまして網目状に布設され

た配水支管で、口径150ミリメートル以上の配

管に接続された１辺が180メートル以内である

場合は、その径が150ミリメートル未満であっ

ても、75ミリメートル以上あれば消防水利とな

り得るとされております。 

 ２点目です。長井市内における消防施設を見

たときに、もう少し手だてが必要だと感じると

ころとしましてでございますが、２点ほどござ

います。 

 １点目としましては、中央地区の消防水利で

ございます。 

 住宅が密集しており、延焼拡大が危惧されま

す。消防活動に使用する水利としまして消火栓

に依存している割合が非常に多く、防火水槽は

わずか12基のみとなっております。比較的河川

もございますが、水道配管が断水した場合には

消火に苦慮するのではと思っているところでご

ざいます。耐震性防火水槽は約４メートル掛け

る６メートル、高さ２メートルありまして、建

設するには約10メートル四方を掘削して工事を

し、その他機材や資材を含めますと相当の面積

が必要となります。また、工事用の大型の車両

が進入できる道路に面しているなどございまし

て、なかなか整備できないのが現状でございま

す。 

 ２点目としましては、平野地区の消防水利で

ございます。 

 市内でも散居集落的な地域のために住宅が点

在している関係で、水道施設配管も有効な口径

が少なく、消火栓の設置要望をされても整備で

きない場所が多いのが実情でございます。また、

そうした地域であっては防火水槽の設置をお願

いしているところでございますが、候補地の選
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定に苦慮されているようでございます。市内全

体で見ても当地区の消防水利は少なく、夏季間

は用水路の水量が多く活用しやすいのですが、

積雪期になりますと水路が全て塞がった状態と

なり、消防活動に利用できる水利が不足する状

況となるため、消防水利の確保について検討し

ているところでございます。以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 ５番、平 進介議員。 

○５番 平 進介議員 それぞれに丁寧にご答弁

いただきましてありがとうございました。 

 時間ないようでありますが、２番目の安全・

安心のまちづくりのほうからまいりたいという

ふうに思います。 

 市長のほうから、まず関係機関、総合的な考

え方が必要だというふうなことで、現状の洗い

出し、整備に向けてのそうした場を検討すると

いうふうなことで、前向きに検討いただけると

いうことで、大変ありがたいというふうに思っ

ております。 

 また、今、消防主幹のほうからありましたと

おり、課題等についてもあるわけでありますの

で、この安全・安心のまちづくりに向けて、や

っぱり長期的な整備計画を設けながらやって進

めていただければというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

 それから、１番目の地方創生についてであり

ますが、第５次総合計画と、それから今回の総

合戦略については、少し違った計画、捉え方だ

というふうなことでお話をいただきました。 

 今回の総合戦略の部分と地域再生計画の部分

でいきますと、総合戦略のリーディングプロジ

ェクトの部分が地域再生計画ではより具体的な

取り組みとして、そこで具体化してそれで進め

ていくんだというふうな、そういうふうな関連

性があるのかどうかというような部分について、

再度、総合政策課長で……。 

 ほんじゃあ市長のほうで、よろしくお願いし

ます。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 時間がありませんので、済みま

せん。 

 あとちょっと答弁漏れがございまして、市民

の声を総合戦略にいかに生かすかということと

関連がございますので、お話しさせていただき

ますが、まず、市民の声というのは、第５次総

合計画でアンケートから、あといろんな、もう

中学生まで意見聞いたり、いろんな女性の団体

から聞いたりして、それを第５次総合計画に生

かしてますので、そういった意味での声を総合

戦略というのは生かすものではないと、むしろ

アイデアをいただく場だというふうに思ってま

して、市民向けに意見交換会というのを１回と、

それから市民の皆様に提案を呼びかけるという

ことを考えてございます。あと同じく若い人た

ちの場としてさまざまな団体に、女性団体も含

めていろいろアイデアをお聞きするような場を

いただきたいなと。あと市の中でも若手職員の

意見なども吸い上げて、提言をいただきながら

生かせないかということを検討したいと思って

ます。 

 リーディングプロジェクトというのは、今、

平議員がおっしゃったように、実はコンパクト

シティーとネットワーク、交通のネットワーク、

小さな拠点というのは国の自由施策の一つなん

ですね。あと最近話題になってる日本版ＣＣＲ

Ｃという、いわゆる元気なお年寄りの方に移住

先として受け入れる。あと新規就農も含めて若

い人たちの移住先として受け入れるということ

なども国が求めてるものなんですね。そういっ

たものなどを生かすための魅力ある都市をつく

るためのプロジェクトというのが都市再生整備

事業の中の戦略事業というのがありまして、そ

こを地域再生計画とか、あとは中心市街地活性

化計画の中で国の認定をいただきながら進めて

いきたいというふうに考えているところです。 

 ちょっと具体的でなくて恐縮ですが、以上で
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ございます。 

○渋谷佐輔議長 ５番、平 進介議員。 

○５番 平 進介議員 大変ありがとうございま

した。 

 時間でありますので、以上で私の一般質問を

終わります。大変ありがとうございました。 

○渋谷佐輔議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時０２分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○渋谷佐輔議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 宇津木正紀議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位３番、議席番号１番、宇津

木正紀議員。 

  （１番宇津木正紀議員登壇） 

○１番 宇津木正紀議員 午後一番の質問という

ことで、初めての一般質問ということで緊張し

てますので、よろしくお願いいたします。 

 私は、生きがいと活力がある長井市になるこ

とを願い一般質問をいたします。 

 私は、長井市が現在抱えている最も重要な課

題の一つは人口減少であると思っています。さ

きの市議会議員選挙において、私は主な８つの

政策の第１に産業の振興、雇用の確保を掲げま

した。 

 人口減少に歯どめをかける産業の振興は、あ

くまでも民間が主役で、市の行政が支援する、

市の行政ができることの大きくは、第１に資金

のサポートで、補助金、助成金、利子補給につ

いて国や県、市の制度を活用すること。第２に

情報提供で、事業者にお役に立つ情報を提供す

ること。第３にコーディネート、商業機会を仲

立ちし、有用な商業機会をつくること。 

 このように座談会や街頭演説で訴えたところ

でございます。 

 現在、市で行っている具体的な施策として、

大田区の西蒲田に開設された東京事務所の活用

であると思っています。東京事務所の機能を発

揮すれば、市内事業者等への情報提供やコーデ

ィネートできると考えておるところでございま

す。 

 そこで、初めての一般質問を東京事務所につ

いて、にいたしました。 

 昨年の７月31日、新たに長井市東京事務所が

開設され開所式が行われたと、「広報ながい」

９月１日号に掲載されました。この「広報なが

い」の記事によると、場所は東京都大田区ＪＲ

蒲田駅から徒歩２分ほどの西蒲田のビル１階に

あり、常駐職員を１人配置して活動。東京事務

所の開設により、情報発信や人材育成、地場産

品の販路拡大、物づくり分野での連携など、首

都圏でのさまざまな活動の拠点として機能を発

揮していきますと記載されています。 

 昨年の９月に東京事務所顧問の櫻井政人氏の

活動報告があり、見せていただく機会がありま

した。その概略について述べさせていただきま

す。 

 開所から９月25日までの取り組み。 

 ①アンテナショップの開始。地場産品の販売

コーナーを充実させ、蒲田駅西口駅前の利点を

活用して売り上げを上げていく。首都圏在住者

に長井産のお米を定期購入者をふやしていく。 

 ②事務所の利用、活用について。毎月開催さ

れる池上本門寺朝市へ協力していただいてる方

の休憩、準備施設として、そのような利用を進

める。長井高校東京ＯＢ会、同窓会であります




